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令和 7 年の職場における熱中症に関する厚生労働省の調査よると、死亡者の数は 19 人（前年

比 12 人・約 39％減）となり前年から減少しました。しかし、死傷者（死亡・休業 4 日以上）の数をみ

ると、1,803 人（前年比 546 人・約 43％増）となり、統計開始以来最多となりました。

厚生労働省では、引き続き、それぞれの作業場で、令和 7 年 6 月 1 日より施行された労働安全

衛生規則（第 612 条の 2）に基づき、

①熱中症のおそれがある作業者を早期に発見するための体制整備

②熱中症の重篤化を防止するための措置手順の作成

③①、②の体制や手順の関係作業者への周知

を行っていただき、熱中症の重篤化の防止等のための対策を取っていただくとともに、令和 8 年

においても、同年 3 月に策定された「職場における熱中症防止のためのガイドライン」を踏まえた

措置などを講ずるように呼びかけています。

◆パンフレット「職場における熱中症防止のためのガイドラインを参考に

熱中症を効果的に防止しましょう！」より抜粋

【厚生労働省】 https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001704760.pdf

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73330.html
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令和 8 年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直しが行われ

ました。

この改正について、国税庁から、「令和 8 年度税制改正（所得税の基礎控除の引上げ等関係）

Ｑ＆Ａ（令和 8 年 5 月）」が公表されています。

ここでは、そのＱ＆Ａのうち「【令和 8 年分年末調整関係書類の記載事項】扶養控除等申告書の

記載事項（Ｑ2－1）」を紹介します。

◆令和 8 年度税制改正（所得税の基礎控除の引上げ等関係）Ｑ＆Ａ（令和 8 年 5 月）／Ｑ2－1

☆ このＱ＆Ａにより、令和 8 年度税制改正による年末調整の変更点などについて、国税庁の現

時点における見解を知ることができます。

【国税庁】https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/pdf/0026005-024.pdf

「令和 8 年度税制改正（所得税の基礎控除の引上げ等関係）Ｑ＆Ａ」を公表
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Ｑ 当社では、年末調整に際し、既に提出されている扶養控除等申告書を従業員に返却し、各

人が申告書に記載した事項に異動がないか、申告漏れとなっている事項がないか再度確認す

ることにしています。

令和 8 年 12 月から扶養親族等の所得要件が改正されますが、令和 8 年分扶養控除等申

告書に記載する事項に変更はありますか。

Ａ 令和 8 年分の扶養控除等申告書に記載する事項に変更はありません。

ただし、令和 8 年 12 月 1 日から給与所得控除額及び扶養親族等の所得要件が改正されま

す。

この改正により、例えば、新たに扶養控除等の対象となる扶養親族等を有することとなった

従業員は、その旨を記載した扶養控除等申告書を、給与の支払者に提出することとなりま

す。

なお、この改正により新たに扶養控除等の対象となる扶養親族等を扶養控除等申告書に記

載する際には、扶養控除等申告書の「異動月日及び事由」欄に「令和 8 年 12 月 1 日改正」な

どと記載してください。

（注）令和 8 年 11 月 30 日以前に支払う給与については、「源泉徴収税額表」を使用する際の

「扶養親族等の数」に、この改正により新たに扶養控除等の対象となる扶養親族等を含

めないようご注意ください。

また、従業員は、この申告書を、原則として令和 8 年 12 月 1 日以後最初に給与の支払

を受ける日の前日までに提出することとなりますが、年末調整を行う時までに申告書の提

出があれば、その申告に基づいて年末調整を行うことができます。
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「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策（令和 8 年 1 月 23 日決定）」などを踏

まえ、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」が改

正され、令和 8 年 6 月 14 日から段階的に適用されることになりました。そのポイントをまとめたリ

ーフレットが厚生労働省から公表されていますので、確認しておきましょう。

◆リーフレット 外国人雇用管理指針改正の主なポイント（令和 8 年 6 月 14 日適用分）

【厚生労働省】https://www.mhlw.go.jp/content/001707303.pdf

Ｗ杯 2026 ブラジルＶＳ日本の試合はご覧になりましたか？残念ながら、負けてしまい

ましたが、ブラジル相手に先制するとは、日本サッカーも確実にレベルアップしていますね。

先制したときは、「マイアミの奇跡」が繰り返されるかも！？と期待をしましたが、やはり

ブラジルは強かった。さすがブラジルでした。それでも日本は「ベスト 32」。すごいです。

選手の皆さん、お疲れさまでした！

さあ、2026 年も残り半分です。余白ある楽しい時間を過ごしてまいりましょう。
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編 集 後 記

外国人雇用管理指針を改正 令和 8 年 6 月 14 日から段階的に適用


